
意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
D-CLASS1 

意匠分類記号 
D-CLASS2 

意匠分類の名称 

Ｆ５－１０１ 広告用具及び表示用具（床置型及び路上設置型） 

 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ５－１０Ｃ 一 広告用具及び表示用具（床置型及び路面設置型）のうち、全体形状板体のもの

を除く 
D-CLASS5 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｃ３－３７００ ごみ箱 

Ｄ３－４２００ 庭園灯 

Ｄ３－４３０ 門灯 

Ｈ７－６２４２ パネル型データ表示機 

Ｈ７－７２０ 表示機付き電子計算機等 

Ｊ６－４００ 交通安全用機器 

Ｌ３－５３２ 道路用移動さく 

Ｌ３－５９２ 塀、さく等支柱 
D-CLASS6 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
D-CLASS7 

この分類に含まれる物品 

道路標識 広告器 電光表示盤 

駅名表示器 スコアボード 広告板 

広告灯   
D-CLASS8 

定義 

○ 広告具及び表示用具のうち、床に置くか、又は下部（脚台部）を路面に埋設して設置するものを分類す

る。 

○ 下位分類に該当しないもの。 

○ 主として、脚部・台座部を有する表示具を分類する。設置状態において路面と面一になるものは、Ｆ５－１

００へ。 

○ 全体形状が板体のものを除く（Ｆ５－１００、Ｆ５－１００ＡＡへ） 

○ 表示部のない支持部のみはＦ５－１９０へ、枠材はＦ５－１９１へ。 

 

Ｆ5-101 登録 1171880 

駐輪錠付き広告表示器 

登録 1169538 

表示板 

Ｆ5-101 

Ｆ5-101 登録 1168773 

屋外広告物 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
D-CLASS9 

分類付与運用メモ（他の意匠分類との関係、含まれない物品など） 

○ 一組の６面図で脚部等が表されていればこの分類だが、 

 参考図等で脚部が表され、床置き及び路面設置の可能性が疑われる 

 場合はＦ５－１００ＡＢへ。 

 ただし、車道端表示器の表示部のみは、Ｆ５－１０１とする 

 （Ｆ５－１９０：部品及び付属品へは分類しない）。 

 なお、支柱を含めた車道端表示器もＦ５－１０１とする）。 

 

 

 

 

 

 

 

○ 広告板付き灰皿は、広告器としての用途・視覚的印象が強いので 

 物品名にこだわらず、この分類（Ｆ５－１０１）へ。 

 Ｂ６（喫煙具）には分類しない。 

 

 

 

 

 

 

＜ デ ー タ 表 示 機 に つ い て ： Ｈ ７ － ６ ２ ４ 台 と の 関 係 ＞

------------------------------------------------------------------------------ 

○ データ表示機のうち、公共の場で使用され、不特定多数の者に対し広告、情報を一方的に表示するもの

をＦ５に分類する。 

○ 一時的に特定の者に対し占有状態で使用される状態があったとしても、それ以外の状態において上記の

性格を強く有するものはＦ５に分類する。 

 

 

 

＜ 情 報 表 示 機 に つ い て ： Ｈ ７ － ７ ２ 台 と の 関 係 ＞

------------------------------------------------------------------------- 

○ その物品と利用者が一対一で対面して利用される場合は、 

 Ｆ５－１０台の特定の相手がないという定義と異なると考えられるので 

 Ｈ７－７２０台に分類する。 

○ その物品が利用者を特定せずに同時に多数の人を対象に 

情報を一方的に流すようなものは、広告器としての性格を強く有するの

でＦ５－１０台に分類する。 

○ 表示内容が変化しない仕組みの物、表示部に地図などが描かれ 

 操作部のボタンを押すことであらかじめ地図に埋め込まれた 

 電球等が点灯するような仕組みの案内情報表示器などは 

 従来通りＦ５－１０台に分類する。 

 

 

Ｆ5-101 登録 1167160 

車道端表示器 

Ｆ5-101 

登録 1169176 

広告板付きスタンド

灰皿 

F5-101 

登録 1156970

案内表示塔 
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＜ 交 通 安 全 用 機 器 に つ い て ： Ｊ ６ － ４ ０ と の 関 係 ＞

---------------------------------------------------------------------- 

○ Ｆ５－１０１，１９０へは物品名又は説明文において「工事用」「交通安全用」 

 と記載された表示具であっても文字・図形を用いた物である場合には 

 Ｆ５－１０１へ分類する（電光掲示板を含む）。 

  ・表示内容が明らかでない場合もＦ５－１０台へ分類する。 

  ・上記、表示具の枠体はＦ５－１９０へ分類する（枠材はＦ５－１９１）。 

○ Ｊ６－４０へは交通安全用又は工事用であって、表示具と解される場

合は、 

・ 記号以外、例えば黄・黒等の色彩のみによる表示具はＪ６－４０へ。 

・ 光のみ（回転灯、ＬＥＤを使用）の表示具はＪ６－４０へ。 

 ただし、形態そのものが広告的要素の強いものだったり、 

 複雑である場合は、用途を考慮してＦ５－１０１との関係を担当官で

協議する。 

○ 警告灯と表示部とが一体となった工事用の物については、基本的にはＪ６－４０へ分類するが、その都

度、Ｆ５担当者と協議を行うこととする。 

 

 

 

 

 
D-CLASS10 

過去に分類した物品の名称 

   

Ｆ5-101 

登録 

1167829 

工事用表示

器 

 


